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JSG ニュースレター 

<Tax> 

「文化創意産業発展法」 

一部条文改正案が行政院の審議を通過 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

2023 年 4 月 6 日付で「文化創意産業発展法」の一部条文改正案が行政院の審

議を通過しました。今後、立法院に上程し、審議されます。当該改正案の租税優遇に

関する規定は下表のとおりです。 

 

重要な項目 ポイント 

営利事業の寄付金限度額 

(第 26条、改正なし) 

 

⚫ 営利事業は以下の寄付金のうち、その総額が新

台湾ドル 1,000 万元または所得金額の 10％以内

であれば、当該年度の損金に算入することができ

る。 

１．台湾国内の文化創意産業が独自に制作し 

た製品またはサービスを購入し、学校、機関、 

団体を通じて、学生または社会的弱者に対 

して行う寄付。 

２．遠隔地(地方)で行われる文化創意活動への 

寄付。 

３．育成センター設立のための文化創意事業へ 

の寄付。 

https://www.moc.gov.tw/information_250_152549.html
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４．その他の中央主管機関が認定した事項に対 

する寄付。 

研究開発および人材育成

の投資支出に対する税額控

除 

(第 27条、改正なし) 

⚫ 文化創意事業の研究開発および人材育成に投じ

た支出は、関連する税法またはその他の法規定に

より、税額控除の対象となる。 

営利事業が投資する場合

の税額控除 

(第 27条の 1、追加改正案) 

 

⚫ 投資者：会社またはリミテッド・パートナー事業。 

⚫ 適格投資要件： 

１．文化創意事業に現金で投資し、その期間が 

2 年以上に達する。 

２．中央主管機関が承認した文化創意事業のプ 

ロジェクトへの現金投資額が投資日から 2 年 

以内に減少していない。 

⚫ 投資税額控除：投資金額の 20% 

⚫ 控除期間および限度額：納付すべき営利事業所

得税が生じた年度から 5 年以内において、各年度

の納付すべき営利事業所得税額から控除する。た

だし、各年度の控除額の合計は、当該年度の納

付すべき営利事業所得税額の 50％を上限とす

る。 

個人が投資する場合の税

額控除 

(第27条の2、追加改正案) 

⚫ 適格投資要件： 

１．設立 2 年未満のハイリスクな新規文化創意 

事業に対し、年間で新台湾ドル 50 万元以上 

を現金投資し、その保有期間が 2 年以上に 

達する。 

２．規定に該当する文化創意事業プロジェクトに 

対し、年間で新台湾ドル 50 万元以上を現金 

投資し、その保有期間が 2 年以上に達する。 

⚫ 控除額：投資金額の 50% 

⚫ 控除期間および限度額：投資日から満 2 年とな

る当該年度の個人総合所得総額から控除する。

本項およびその他の法令で定める投資金額控除

の優遇措置を適用する場合、当該年度の控除額

合計は新台湾ドル 300 万元を限度とする。 

優遇措置の重複適用は 

不可 

(第27条の3、追加改正案) 

⚫ その他の法令による租税優遇をすでに享受している

場合、同一の事項について、本法に定める租税優

遇措置を重複適用することはできない。 

機器、設備の輸入にかかる

輸入税の免除 

(第 28 条、改正なし) 

⚫ 文化創意事業が台湾国外から輸入した機器、設

備について、中央目的事業主管機関の証明に基

づき、経済部より台湾国内で製造していないことの

個別申請承認を得たものは、輸入関連税金が免

除される。 

 

 

 



 

 

勤業衆信の見解 

1. 今般の改正案では、文化創意産業への投資促進のため、投資者の租税優遇

措置が追加されています。また、文化創意事業への投資を奨励するだけでなく、

映画・音楽産業でよく見られるプロジェクト型投資など、実務上の需要にも対応

したものとなっています。例えば、映画会社が製作する映画への投資なども文化

創意事業のプロジェクトに合致すれば、租税優遇を享受することができます。 

新たに追加される租税優遇措置をタイムリーに適用し、より大きなリターンが得ら

れるよう、法改正の進捗状況や今後の関連細則の規定内容にご留意ください。 

2. 投資家がベンチャーキャピタル事業者である場合、当該ベンチャーキャピタル事業の

営利事業株主またはパートナーは、その持分比率・出資比率に応じて投資に対す

る税額控除を受けることができます。 
 

 
 

 

 

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSG のホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

<Tax> 

《文化創意產業發展法》部分條文修正草案 

 

 

 《文化創意產業發展法》部分條文修正草案於 112 年 4 月 6 日經行

政院會通過，將送請立法院審議。謹彙整租稅優惠之相關規定表列

如下： 

重要項目 重點內容 

營利事業捐贈限額 

(第 26 條，未修正) 

 

營利事業所為下列之捐贈，其捐贈總額在新臺幣

1,000 萬元或所得額 10%之額度內，得列為當年

度費用或損失。 

1. 購買由國內文化創意事業原創之產品或服

務，並經由學校、機關、團體捐贈學生或

弱勢團體。 

2. 偏遠地區舉辦之文化創意活動。 

3. 捐贈文化創意事業成立育成中心。 

4. 其他經中央主管機關認定之事項。 

研究發展及人才培訓

支出投資抵減 

(第 27 條，未修正) 

 

• 投資於文化創意研究與發展及人才培訓支

出金額，得依有關稅法或其他法律規定減

免稅捐。 

https://deloi.tt/3KUHhT8
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營利事業投資人之投

資抵減稅額 

(增訂第 27 條之 1 草

案) 

 

• 投資人：公司或有限合夥事業。 

• 符合投資： 

1. 現金投資文化創意事業達 2 年； 

2. 現金投資經中央主管機關核定之文化創意

事業之專案，自其投資日起 2 年內未減少

原始投資金額。 

• 投資抵減稅額：投資金額 20% 

• 抵減年限及限額：自其有應納營利事業所

得稅之年度起 5 年內抵減各年度應納營利

事業所得稅額。但須注意其每一年度得抵

減總額，以不超過當年度應納營利事業所

得稅額 50%為限。 

個人投資人之投資金

額減除 

(增訂第 27 條之 2 草

案) 

• 符合投資： 

1. 同一年度現金投資個別成立未滿 2 年之高

風險新創文化創意事業達 50 萬元，其持有

期間達 2 年者， 

2. 同一年度現金投資符合規定之文化創意事

業專案達 50 萬元並持續達 2 年者， 

• 減除金額：投資金額 50% 

• 減除年限及限額：自投資後屆滿 2 年之當

年度個人綜合所得總額中減除。適用本項

及其他法令所定投資金額減除優惠時，其

當年度合計得減除總額以不超過 300 萬元

為限。 

不得重覆適用優惠 

(增訂第 27 條之 3 草

案) 

• 已依其他法令享有租稅優惠者，不得就同

一事項重複享有本法所定之租稅優惠。 

進口機器設備免徵進

口稅捐 

(第 28 條，未修正) 

• 文化創意事業自國外輸入自用之機器、設

備，經中央目的事業主管機關證明屬實，

並經經濟部專案認定國內尚未製造者，免

徵進口稅捐。 

 

勤業眾信觀點 

1. 本次修訂主要新增投資人租稅優惠，以引導資金投入文化創意產

業。除獎勵投資符合規定的文化創意事業外，更因應影視音產業實

務常見的專案型投資，如投資人參與投資影視公司拍攝一部電影，

新增獎勵投資符合規定的文化創意事業之專案亦可享有租稅優惠。

投資人應注意修法進度及未來子法規的規範內容，以適時掌握申請

適用新增之租稅優惠，增加投資報酬。  



2. 營利事業投資人若為創業投資事業，則由該創業投資事業的營利事

業股東或合夥人依持股比例享有投資抵減稅額，並依規定抵減應納

稅額。 

 

  

   

 

日商組新聞稿之歷史消息請點這 
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